
死亡野鳥に係る対応一覧表

（注１）　警戒レベルの判定については、環境省の判断をもとに、みどり自然課が決定し通知する。


（注２）　「検査優先種１～３及びその他の種」については、環境省マニュアルで定める種を指す（別表２、３）。

（注３）　「同一場所」とは、最初の死亡野鳥発見箇所から見渡せる範囲程度を目安とする。具体的判断基準を示すことは困難なため、現場の状況に即して判断する必要がある。

（注４）　注３で示す範囲において、おおむね３日間程度の間に確認された死亡個体等（衰弱個体を含む）の合計羽数が、表に記載された羽数に達した場合、「同一場所で○羽以上死亡」に該当するとみなす。

（注５）　「疑いの発生」とは、簡易検査陽性の状態をいう。

（注６）　すべての種において、重度の神経症状が見られる等、感染が強く疑われる場合には、１羽でも検査を実施する。

同一場所で３羽以上死亡

ただし、みどり自然課が国内状況等
を勘案し指示した種については１羽
以上

同一場所で３羽以上死亡

・警戒レベル４と同様の対応
・疑似患畜の発生地点から半径10ｋｍ以内
の野鳥監視重点区域内における調査の実
施
・高病原性鳥インフルエンザ対策本部の設
置

野鳥監
視重点
区域内

同一場所で３羽以上死亡

ただし、みどり自然課が国内状況等
を勘案し指示した種については１羽
以上

同一場所で３羽以上死亡

・警戒レベル３と同様の対応
・死亡野鳥回収地点から半径10ｋｍ以内の
野鳥監視重点区域内における調査の実施
（環境省マニュアルによる）
・環境省による調査への協力

同一場所で５羽以上死亡

同一場所で５羽以上死亡

緊急連絡網による
ただし、みどり自然
課が指示した場合
は休日出勤体制

発生地が本県に隣接してい
る場合は、みどり自然課の
判断により、警戒レベル４ま
たは５の対応とする場合が
ある

4

県内の野鳥か
らウイルス確
認又は、疑い
の発生で発令
（注５）

野鳥監
視重点
区域外

同一場所で２羽以上死亡

ただし、みどり自然課が国内状況等
を勘案し指示した種については１羽
以上

同一場所で５羽以上死亡

ただし、みどり自然課が国内状況等
を勘案し指示した種については１羽

以上

5

県内の家きん
からウイルス
確認又は、疑
いの発生で発
令

野鳥監
視重点
区域外

同一場所で２羽以上死亡

ただし、みどり自然課が国内状況等
を勘案し指示した種については１羽
以上

同一場所で５羽以上死亡

ただし、みどり自然課が国内状況等
を勘案し指示した種については１羽
以上

１羽以上死亡

環境省の判断により、発生
地周辺（半径10km以内を基
本とする）を野鳥監視重点
区域に指定

野鳥監
視重点
区域内

１羽以上死亡

1 通　　常　　時
同一場所で３羽以上死亡
（注３・４）

同一場所で５羽以上死亡

・関係先への情報提供要請
・渡り鳥の飛来地調査

2
国内一箇所又は近隣国
でウイルス確認し、みど
り自然課の判断で発令

・関係先への情報提供要請

3
隣県でウイルス確認で
発令又は、近隣県でウ
イルス確認し、みどり自
然課の判断で発令

早期
警戒
期間

県の警戒レベルに関わ
らず、9月1日～10月31
日までの期間

１羽以上死亡

その他
検査優先種１ 検査優先種２ 検査優先種３ その他の種（注６）

警戒
レベル
（注１）

状　　況

死亡野鳥等調査（注２）

各警戒レベルに係る対応 連絡体制等

・鳥獣保護管理員等による通常パトロール
・関係所管課に対する協力要請

緊急連絡網による 　

同一場所で３羽以上死亡 同一場所で５羽以上死亡
・県の警戒レベルに関わらず検査優先種に
応じた簡易検査の実施

緊急連絡網による
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